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社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会第２４回物流小委員会 

令和６年７月９日 

 

 

【粂野道路経済調査室企画専門官】  それでは、定刻となっておりますので、ただいまか

ら社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会第２４回物流小委員会を開催させていただ

きます。委員の皆様方には、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。 

 進行を務めさせていただきます、国土交通省道路局企画課道路経済調査室の粂野でござ

います。よろしくお願い申し上げます。 

 本日の会議の公開についてですが、開会から議事（１）「ダブル連結トラックの通行区間

の拡充等について」を非公開、議事（２）「車両の電動化等に伴う大型化について」から議

事（４）の「重要物流道路について」までを公開とし、それ以降は再度非公開とさせていた

だきます。議事要旨及び会議資料につきましては、非公開資料を除き、後日ホームページ上

にて公開させていただきます。 

 本日の会議資料につきまして、会場で御出席の方におかれましては、ペーパーレス化の観

点からタブレットでの閲覧とさせていただきます。事務局操作と連動はしておりませんの

で、適宜切り替えて御利用ください。御不明な点がございましたら、事務局職員まで申しつ

けください。 

 本日、高岡委員、羽藤委員におかれましては、所用により御欠席と伺っております。 

 また、本日は、ハンドマイクは使わず、皆様の声を卓上にございますマイクスピーカーで

集音しております。発言時は少し大きめの声で会場の内側に向かってお話しいただきます

よう、お願いいたします。 

 本日の資料は、議事次第の次の配付資料一覧に列挙しているとおりでございます。上から、

配席図、委員名簿、資料１から資料１１－２まででございます。 

 それでは初めに、道路局長の山本より御挨拶申し上げます。 

【山本道路局長】  ７月１日付で道路局長を拝命することになりました山本でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、物流小委員会第２４回目ということでございまして、根本委員長をはじめ、委員

の皆様方には、大変お忙しい中、また、大変お暑い中、御出席を賜りまして、誠にありがと
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うございます。 

 今日の小委員会では、福山通運様並びにＮＥＸＴ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｊａｐａｎ様

へのヒアリングに加えまして、道路局より、ダブル連結トラックの通行区間の拡充、車両の

電動化に伴う大型化や、道路分野の物流施策について説明をさせていただいて、委員の皆様

方から御意見をいただいて、今後の施策に反映をさせていただきたいと思っております。 

 言うまでもなく、物流は２０２４年問題などの課題に直面をしておりまして、政府全体と

してこの課題に取り組むために、関係閣僚会議も立ち上げられております。２月には「２０

３０年度に向けた政府の中長期計画」がとりまとめられておりまして、道路の分野でもハー

ド面、ソフト両面から対策に取り組んでいるところでございます。委員の皆様には忌憚のな

い御意見をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【粂野道路経済調査室企画専門官】  次に、根本委員長から御挨拶をお願いいたします。 

【根本委員長】  委員長の根本です。本日もよろしくお願いいたします。 

 物流を何とかしなければいけないということで、道路行政にもいろいろな期待が寄せら

れています。本日の資料が多岐にわたっているのは、その期待の表れだと思います。資料に

は、ダブル連結トラックの走行区間拡充、自動運転支援、自動物流道路の実装などが含まれ

ております。私としては、一般的制限値の緩和というのが、地味ながら効果的と思っていま

すけれども、それぞれの専門の立場からいろいろとアドバイスいただければ幸いです。よろ

しくお願いいたします。 

【粂野道路経済調査室企画専門官】  ありがとうございました。 

 それでは、以降の進行を根本委員長にお願いしたいと思います。 

【根本委員長】  かしこまりました。議事を進めていきたいと思います。 

 まず、議事１、「ダブル連結トラックの通行区間の拡充等について」です。ダブル連結ト

ラックを運行されている事業者２社及び事務局からの説明の後、委員の皆様から御意見、御

質問をいただきたいと思います。 

 それではまず、福山通運株式会社様から御説明いただきたいと思います。北村様、よろし

くお願いいたします。 

【福山通運（北村）】  福山通運の北村といいます。よろしくお願いいたします。着座し

て説明させていただきます。 

 当社がダブル連結に取り組み始めた２０１７年の１０月１６日から第１号が走るように

なりました。名古屋から静岡県の裾野、あと、神奈川県の相模原を第１号のコースとして走
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らせていただきました。その後も車の導入をしながらコースの拡張ということをしており

まして、２０２４年６月末現在で３０コース、６０台の車両が１９府県、３４拠点の福山通

運の営業所間を走っております。 

 直近で許可をいただいたところでは、５月に６コース、６月に１コースありまして、当社

のお店の名前でいきますと、新潟の長岡支店、福井の福井支店、京都の京都南支店、九州の

鳥栖支店、宮崎支店、宮崎の都城営業所、関東では、先月オープンしました、いばらき五霞

支店というところが直近許可をいただきまして、運行が始まっているところになります。 

 御存じのとおり、２５メートルのフルトレーラーには２種類がございまして、初期に入っ

た分に関しましては、固定の部分がありまして、切り離しても後ろの箱のほうが走れない部

分があったのですが、最近導入している分に関しましては、後ろの箱にトレーラーヘッドを

つけることによって一つの車として運行できるようになっております。当社のほうはもう

現状そういう車が今どんどん導入されておりまして、拡充していくような状態になってお

ります。 

 今、当社はそういう車を予算を組みながら導入していっているのですけれども、８月以降

に予定としましては、頭のヘッドが約６台、後ろの箱が８台、毎月こういう形で導入させて

いただきまして、２４年度に関しましては、頭が６６台、箱が８６台、継続して２５年、２

６年と入れまして、最終的には１５０台の箱が２００台導入するという導入計画を今、会社

として立てております。 

 これだけの車を入れるわけですから、まだまだこれから本当にお願いをしながら許可を

いただいて路線を増やしていかないといけないのですが、お願いがうまく通らず、手こずっ

ている部分がございます。当然、会社としましては、そうは言いながらも、投資もしており

ますから、引き続きお願いしていこうと思っております。 

 あと、本当に問題となっているのが、各地方の道路管理者の方を訪問させていただくので

すが、なかなか御理解していただける方とそうでない方との温度差といいますか、そういう

ところを非常に感じております。本当にここを国のほうが後押しをしていただければ、もっ

とこの話は前向きに進むと思いますし、今後、物流を預かる者としましては、こういうとこ

ろに対しまして積極的にやっていきたいと思っておりますので、御協力のほうをお願いし

たいなと思います。 

 あと、当社としましては、さらなる延伸路線としましては、東北地方を中心に、具体的に

言いますと郡山、仙台方面のほうにも考えております。あと、新潟の三条のほう、あと、長
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野県の諏訪、そういうところにも具体的にお店を構えまして、導入の計画を立てております。

あと、可能であれば、北陸道。高速道路の名前で言いますと、滑川から長岡、あと、圏央道

の久喜白岡ジャンクションから東関道の朝来の区間、この辺りを徐々にダブル連結が通れ

るようにしていただければ、これから入ります車の路線拡大もできるのでないのかなと思

っております。あと、かねてからお願いはしております首都高速であったり、阪神高速であ

ったり、都市高速なども少しずつ許可をいただければ、もっと物流の多いところにこのダブ

ル連結は運べるようになってくると思いますので、そこら辺も国としても検討のほうをお

願いしたいなと思っております。 

 あと、ドライバーからいろいろと現場の声というのを聞くのですが、やはり一番問題とな

っておりますのは、休憩する場所がなかなかないと言っています。御存じのように２５メー

トルございますので、なかなか通常のパーキング、サービスエリアで休みが取れないという

のが現状でして、当社としましては、今後この車を増やしていくに当たってそういう場所が

必要だと思いますし、それに対して例えば有料になるのであれば、会社としてもお金を払っ

てでもそういう場所を使わせていただきたいと思っております。とにかくドライバーの安

全の面から考えましても、２時間で１５分、４時間で３０分の休憩を取るようにという指導

を会社の中でしておりますので、そういうのを踏まえましても、路線の拡大と車を停める場

所、こういうところをお願いしたいと思っております。 

 私のほうからは以上でございます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。続きまして、ＮＥＸＴ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ 

Ｊａｐａｎ株式会社様から御説明いただきたいと思います。それでは、梅村様、よろしくお

願いいたします。 

【ＮＥＸＴ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｊａｐａｎ（梅村）】  ＮＥＸＴ Ｌｏｇｉｓｔｉｃ

ｓ Ｊａｐａｎの代表の梅村でございます。よろしくお願いします。お手元の資料ナンバー

２を御覧いただければと思います。 

 ２ページ目に、私どもは物流事業者ではなく、荷主様であったり、また物流事業者様がい

かに、物流の生産性を上げられるかという仕組みと枠組みをつくる会社を運営しておりま

す。今現在ダブル連結トラックを使った異業種の混載事業を行うことによって、積載効率を

上げ、そして、それを定時運行、皆様で一緒に運行することによって稼働率を上げるという

ことによって、トラックの運賃収入を上げ、最終的にはトラックドライバーの年収が上がっ

ていく、こういうことを目指して活動している会社でございます。 
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 ３ページ目に実際に荷物を積んでいるさまを表しておりますが、食品、自動車部品、日雑、

様々なものを一緒に積み合わせることによって積載効率を上げるということで、現在、５０

社以上の荷主の方々の荷物を組み合わせ、積載効率を上げ、それを物流事業者様に委託する

という形で物流の生産性を上げる、トラック輸送の生産性をいかに上げていくのかという

ことを行っております。 

 次のページに少しプレスリリースを書かせていただいております。私ども、２台のトラッ

クが連結されたダブル連結トラックなのですが、そこに組合せをうまくすることによって、

大型トラック３台分の荷物をダブル連結トラック１台に積んで走ったという事例もありま

すとおり、比重の重いもの、軽いものをうまく組み合わせることによって積載効率を上げる。

そして、１人で２台分以上運ぶことによって徹底的に生産性を上げていくということを行

っております。 

 次のページにありますとおり、私どものモデルとしては、物流の無駄を見える化し、一緒

に運ぶことによって生産性を上げていこうということで、こうした取組を今現在前に進め

てございます。 

 次のページに少し矢印を書いた、ＭＩＸ、Ｃｈａｎｇｅ、Ｃｈａｎｇｅ ＸＬと書いたペ

ージがございますが、これは今現在のダブル連結トラックの使い方を絵にしたものでござ

います。今までやはりダブル連結トラックをいろいろな拠点に導入しようとすると、なかな

か場所的な制約ですとか、オペレーションの課題がありますので、今まではＡのＭＩＸと呼

ばれる集約拠点をつくりまして、皆さんに持ち込んでいただいて、組み合わせて運ぶという

ことを行っていました。ただ、いろいろなお力添えをいただきまして走れるルートも拡充し

てまいった中では、今、このＣモードと呼ばれる、ダブル連結トラックで荷主様の工場に入

っていき、そこで前と後ろを切り離し、例えば前側は別の荷主様のところに荷物を取りに行

き、それを組み合わせてまたドッキングして走るといった、クロスドックを介さず、荷主様

同士をつないでしまうような運び方ということも行っております。 

 次のページにもう一つプレスリリースを書かせていただいております。今お話ししたと

おり、これはアサヒ飲料さんの工場に直接入っていきまして、次のステップでは、前側を切

り離してサントリーさんの工場に行って、前と後ろを接続して走るというような取組を行

ってございます。 

 次のページからは、今までお力添えをいただきまして走るルートも広げていただきまし

て、荷主様同士を直接つないでいくに当たりましては、やはり走れるルートの拡充というの
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が非常に力になります。そういった中で、やはり今、我々としてもっとここが伸びていくと

いいなと考えているのは、例えば湾岸のエリアでも荷主様はたくさん工場を持っていたり、

物流の集約倉庫がありますので、こうしたところをつないでいくということであったり、ま

た、経産省様と今、物流のレジリエンスという課題の中で、太平洋側だけではなく日本海側

を通じた物流の代替ということで、この日本海側を通じて新潟から関東まで持ってくるル

ートということも我々何かお役に立てるのではないかということで、こうした部分で走れ

るルートがまた広がっていくことで、こうしたものを活用するフィールドがもっと広がっ

ていくと考えております。 

 そうした中で、９ページでございますが、やはり先ほどもお話がございましたけれども、

通行許可制度についてもいろいろなお力添えをいただいております。そこに加えて、さらに

申請に係る期間ですとか、さらには個別の協議なども簡便にしていただく、こういったよう

なことにより、もっとこの利用が広がっていくと考えております。やはり私どもも個別の説

明、これは事前の協議の中で、各自治体さんですとか市道・町道といったところの協議がご

ざいまして、そういう中では、やはりまだ認識の無さから、ダブル連結は危ないのではない

かという、その一言だけで協議がなかなか進まなかったりというようなこともあります。こ

うしたところを我々としても粘り強く各者と協議をして、こういったものの有用性、皆さん

で本当に効果をマックスにしていこうと考えてございます。ですので、そういった意味で、

よりこういったことがスムーズに行われるような、申請の手続であったりということを改

めてお願いさせていただきたいなと考えてございます。 

 最後、１０ページにもう一つ、せっかくの機会でございますので、お願い事としては、積

載重量でございます。ダブル連結トラックは、大型トラック２台分ということで、これは非

常にメリットのある車だということで考えておりますが、実は積載量に関しましては、前が

１３トンで後ろが１０トン、合わせて２３トンという、若干大型２台分には至りません。そ

ういった意味で、これが後ろとも１３トンで運べるように、やはりＧＣＷの増トンにつきま

しては、なかなかいろいろ難しいところはございますが、ぜひともこれも御検討いただけれ

ば、よりこの車の効果をさらに高めていくものだと考えておりますので、そういった部分で

改めてお力添えいただければと考えてございます。 

 私からの説明は以上とさせていただきます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 続いて、事務局からの説明に移ります。よろしくお願いいたします。 
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【四童子道路経済調査室長】  道路経済調査室長の四童子でございます。資料３の御説明

をさせていただきます。ダブル連結トラックの区間の拡充についてというところでござい

ます。前段、背景、１ページ、２ページ、これまで順次、導入・拡充をしてきたというとこ

ろがございまして、３ページ以降、効果等をおまとめしております。 

 現在のところが４ページにございますけれども、赤い区間で始まったところ、黄色いとこ

ろまで拡充をこれまでしてきていて、全体で５,１４０キロということになってございます。

こちらにつきまして、次のページに利用が伸びているというような状況、あるいは６ページ

には、既に申請を受けて使われ始めている、例えば四国ですとか九州に実際に許可実績が出

てきているというような状況をおまとめしてございます。 

 また、並行しまして、次のページ、駐車マスの整備につきましても、順次拡充をしてきて

おりまして、今年度さらに２９か所５８台分ということで整備の予定をしているというと

ころでございます。 

 また、手続の見直しの状況というところで申し上げますと、これまでダブル連結トラック

の申請時に事前相談ということで推奨してきたところですけれども、こちら、同様な申請で

過去に実績があるようなところにつきましては、必ずしもマストではないというようなと

ころをマニュアルにおいて周知してきているところでございます。 

 そこで、９ページ以降今回の拡充案の考え方をおまとめしております。具体的にはこれま

で同様、事業者さんのニーズがある区間、また、そういうニーズがある区間の代替になるよ

うな区間、かつ４車線以上で構造上支障がないというところを確認して案をまとめている

のが１０ページでございます。具体的には、こちらの図の赤い区間が今回の拡充の候補区間

となっておりまして、数字で申し上げますと、差分で１,２００キロほどになってございま

す。 

 大きなところで全国的には、北海道が新たに道央道、それから札樽道というようなところ、

北陸道と上信越道のこれまで抜けていたようなところを埋めるような形、中国道の福崎か

ら山口ジャンクションの全線。それから、大きいのが、次のページに拡大しておりますけれ

ども、首都圏の状況でございます。首都圏の赤いところでございますけれども、圏央道より

内側の放射道路、例えば関越道でしたり、中央道、東名高速といったようなところと、外環

道の左半分、それから、首都高の湾岸線の高谷からずっと下のところの区間というようなと

ころ、また、保土ケ谷バイパスというようなところを含んでいるというようなところでござ

います。 
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 それから、近畿圏が次のページでございますけれども、関空のところからずっと湾岸４号、

５号といったところで、ずっと六甲アイランド北出入口までというようなところ、それから、

６号の大和川線、それから第二神明といった辺りが、確認をして候補に上がってきていると

いうようなところでございます。 

 次のページに併せて、こうした追加候補区間の中に休憩施設を設けるというようなとこ

ろで、黄色くマークをしておるようなところを予定しているというようなものでございま

す。 

 それから併せまして、これまで許可制度で対応してきておりましたダブル連結トラック

の特車許可でございますけれども、併せて確認制度のほうでもできるように今後していく

というようなことを６年度中に予定をしているというようなところでございます。 

 本日御議論いただきまして、次のページに流れがございますけれども、さらに御意見を踏

まえて確認をさせていただいて、夏から秋にかけて通達を改正し、また、並行して休憩施設

の整備等を進めた上で、実際に御利用いただくというようなことを想定しているものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明を受けて、御自由に御意見、御質問をお願いいたします。いか

がでしょうか。 

【朝倉委員】  もしないようなら、よろしいですか。 

【根本委員長】  どうぞ。 

【朝倉委員】  非常に重要なことであるし、物流の効率化のためには必要なことだと思い

ます。その中で、最初に事業者さんの資料の中で、要するに、申請してみないと通行条件が

不明であるとか、オンライン申請ができないといった問題があるということに対して、先ほ

どの経済調査室からの説明では、確認制度を活用することによってそういったことが少し

前に向いて動くように拝見いたしました。ただ、この確認制度の中に、どういう路線であれ

ば許可が下りるのかという条件が僕の目には必ずしもクリアに書いてなくて、幅員なのか、

あるいは曲線半径なのか、交差点であればどういう条件なのか。特に交差点ですね。高速道

路は恐らく問題ないと思うのですが、交差点で左折するときに一番ネックになるのではな

いかと思うので、どういう条件であればこの確認制度でルートが確保できるのかという条

件が事前に分かっていれば、そういうルートを事業者のほうで探して、そこに申請すると思
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いますので、申請してみなければ分からないということは起こらないと思うのです。ですの

で、許可の条件についてさらにクリアにしていただくことが大事なのではないかなと感じ

ました。 

 以上です。 

【根本委員長】  ありがとうございます。 

 ほかいかがですか。 

【大串委員】  じゃあ、１点いいですか。 

【根本委員長】  どうぞ。 

【大串委員】  すみません、ありがとうございます。福山さんの資料で、もし通行止めと

か発生した場合には、下りられないのでどうしたらいいかみたいな話があったと思うので

すが、これはどういうふうに処置される予定なのでしょうか。これを確認させてください。 

【根本委員長】  分かりました。後でまとめてやります。 

 ほかいかがでしょうか、どうぞ。 

【兵藤委員】  確認の申請でやはり、今すぐというわけではないですけれども、何とかデ

ジタル化を進めてもらいたい。特に市町村の特車申請は技術的にはなかなか難しいですか

らね。 

 あともう一つ、簡単な話があって、四童子さんから説明があったこの資料の１１ページの

首都圏の、これは湾岸を南に行って、そして、これは東名に出ることはできないのでしょう

か。ＮＥＸＴ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｊａｐａｎさんの御要望は、横浜北線でしょうか。 

【根本委員長】  東名に抜ける方角ですね。 

【兵藤委員】  そこの御要望がありましたが、そこは満たしていないのですね、これは確

認でした。 

 以上です。 

【根本委員長】  ほかいかがですか。どうぞ。 

【上村委員】  先にＮＥＸＴ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓさんに質問なのですけれども、この混

載は例で飲料、即席麺とか青果とかというふうに分けていらっしゃって、その中でも混載を

していらっしゃるのですけれども、将来的にやっぱりチルドとかそういうものにも発展し

ていける可能性があるのでしょうか。 

 それから、福山通運さんには、先ほどからも出ておりますけれども、地方で確認がなかな

か下りない、お願いしても駄目というところをもう少し具体的におっしゃっていただけな
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いでしょうか。 

 以上です。 

【苦瀬委員】  苦瀬です。今の御質問と関連するかもしれませんけれども、ＮＥＸＴ Ｌ

ｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｊａｐａｎさんにお聞きしたいのです。Ｃ型でこれから複数の荷主で

やったときに、何か条件があるかということですね。今の荷物の冷蔵冷凍みたいな議論もあ

るだろうし、それから、容積勝ちと重量勝ちという組合せもあるだろうし、ひょっとすると、

荷主がわがまま言うから積め合わせられないよとか、そういう意味で、今後より発展させて

いくためにはこういうことがクリアしたいということがあれば教えていただきたいです。 

 以上です。 

【根本委員長】  それでは、たくさん質問も出ましたので、まず四童子さんからなるべく

簡潔にお願いします。 

【四童子道路経済調査室長】  ありがとうございます。まず、首都高の、兵藤先生からご

ざいましたファクトにつきまして、今は東名にはつながっていません。湾岸線の端末まで行

きまして、一般道とつながっているところで終わっているところが今回の候補になってご

ざいます。 

 それから、通行止めのときどうしているかという大串先生のお尋ねにつきましては、聞い

たところだと、現場で待ってもらっているのが標準のようでございます。やはり通行許可が

出ていないところは出せないものですから。よっぽどトラブルになるといろいろな応用は

あるかと思いますけれども、原則そのようになっていると聞いてございます。 

 それから、朝倉先生と、また、兵藤先生からも、ＤＸを使ってというお話がございました。

おっしゃるとおり、許可条件をクリアにしていくというところは大事ですし、また、新道路

技術のほうでもそういったシステムを開発しているのは承知しておりますので、ぜひ実用

できるようにと思いますけれども、車対室のほうから何か補足がありますか。 

【大井道路交通管理課長】  福山通運さんからも、ＮＥＸＴ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｊａ

ｐａｎさんからも、事前相談の時間がかかるというお話をいただきました。これまでも私ど

ものところにもいろいろ声はいただいておりまして、今年の３月に改めて地方道の道路管

理者向けにマニュアルを発出いたしました。ダブル連結トラックのほうが普通の一般的な

セミトレよりも回転性能がいいことですとか、あとは一概に長いからというだけで一律に

条件をつけるというようなことは考えないでほしいということも明記して周知しておりま

す。 
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 ただ、これからどんどん普及していく中で、初めて許可申請を手続するという地方公共団

体も増えてくると思われますので、すぐにこの状況が解決するとは言い切れないのですけ

れども、粘り強く各地方公共団体に対しても、直轄管理者として周知と、相談を受けていき

たいと思います。確認制度の今後のダブル連結トラックの登録についても今進めておりま

して、できる限り分かりやすく、使ってもらえるような制度に拡充していきたいと思ってお

ります。また御相談させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【根本委員長】  それでよろしいですね。 

 それでは、福山通運さん、よろしくお願いいたします。 

【福山通運（北村）】  先ほど御質問ありました、通行止めになったときにどうするのか

というお話ですが、許可がないところは走れませんので、例えば前走車の事故がありました

ら、その事故の処理が終わるまでそこで待機をする。警察が問題ないというのを確認してか

ら通るという形になります。また、地方において、我々は大きい車ですけれども通してもら

いたいという思いを伝えるのですが、先ほどございましたとおり、こんなに大きな車が本当

に安全に曲がれるのかですかとか、歩行者などに接触したりしませんかですとか、そういう

ような御心配をされている方がすごく多くて、そこに対してカメラもついていますし、コン

ピューターで制御しているから大丈夫なんですという説明をしてもなかなかそこら辺に御

理解といいますか、御協力を得られないところがございます。可能であればこういう車を持

って、デモンストレーションじゃないですけれども、１回乗っていただくとか、どれだけ技

術が進歩しているかというのを見てもらうのもいいのかなと思うときもありまして、そう

いうところで少し苦労しております。 

【根本委員長】  分かりました。ありがとうございます。 

 それでは、ＮＥＸＴ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｊａｐａｎさん、よろしくお願いいたします。 

【ＮＥＸＴ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｊａｐａｎ（梅村）】  ありがとうございます。まず、

御指摘がありましたとおり、道路によっては本当に右左折時に、お話がありました、一般的

なセミトレーラーよりも、実は回転半径ですとか、必要な道路幅というものが有利な車でも

ありますので、そういった意味では、性能面での、こういう車なんですということを我々と

してもしっかりアピールをして、関係する方々に御理解いただくというようなことを粘り

強くやっていきたいなと考えています。 

 そういう中で、おっしゃっていただいたように、実は地方で、例えばここは危ないので、

Ｃ条件という先導車をつけてくださいということがまず一発目で来ることがあるのですけ
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れども、道路に直接我々も赴いて、この幅のところで問題ないですよとか、構造上、本当に

停止線を踏んでしまうですとか、例えばセンターラインを踏んでしまうといった構造のと

ころで、これは問題ないですよということをやるのですけれども、場所によっては、一般的

な大型、普通の単車と呼ばれる大型トラックでも実は停止線を踏んでいたりという問題が

あるところがあって、ダブル連結と関係のないところで巻き込まれるようなことも苦労と

してはございます。全体として本当に大型トラック含めて安全に運行できるような許可を

どうしていくのかということをしっかり、我々としても何かお手伝いできないかなとは考

えています。 

 それと、御指摘のございました、混載の中で今現在、前と後ろで温度帯を変えてというこ

とも行っています。前が冷凍車、後ろがドライ、また、前がドライで後ろが冷凍車という温

度帯の違うものを一緒にということを行っています。ニチレイさんの冷凍食品を川崎の辺

りで積んでというようなルートでも運んでいますので、ダブル連結の状態で川崎から東名

を通ってということができるようになると、もっと利便性が上がるかなというのも考えて

おります。 

 また、例えばＣモードと呼ばれる、荷主さんを直接つないでいくやり方では、例えば行き

がサントリーさんで、帰りがダイキンさんというような、業種の違う工場を直接つないで、

行きと帰りに混載したり、先ほどの前と後ろでアサヒさんとサントリーさんのような業種

内でのコラボを行っています。 

 ただ、これをやっていく中では、行きと帰りまで含めたラウンドでの運行時間を成立させ

る必要があって、例えば荷主様の工場の中で荷待ち時間が発生してしまいますと、ドライバ

ーチェンジのタイミングが合わないですとか、また、やっぱりそこでダブル連結トラック自

体が入っていく工場内でのオペレーションを変えなければいけないですとか、そういった

意味でも荷主様含めていろいろな御協力をいただかないと、こういう車は走れませんので、

荷主、物流事業者、そしてそれを支える方々が、やっぱりこの車のメリットをしっかりと理

解した上で、協力していければと考えております。 

【根本委員長】  ありがとうございます。 

 確認ですけれども、朝倉先生から問題提起された、どの道だったら曲がれる、曲がれない

という話は、四童子さんの資料で１４ページの確認制度の場合に、車両を登録すればどこが

通れるかというのは分かります、ということですけれども、例えば物流業者が念頭に置いて

いる倉庫が市町村道に面していると、難しくないですか。経路探索といっても、今は国道ぐ
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らいまでが可能なのですよね。将来的には広がっていくのでしょうか。 

【大井道路交通管理課長】  市町村道も本来収録すべきところのまだ２割程度という状

況ではあるのですけれども、加速度的に収録を進めていまして、また後ほど御説明させてい

ただきますけれども、ラストマイルの収録を進めるのと、あとは実績があるところ、実際に

特車が利用したところを先行的に収録するということも、今、努めているところでございま

す。 

【朝倉委員】  以前にこんなことができないわけがない、いつまでかかっているのかとい

うことを申し上げたことがありますので、速やかにデジタル化されることを希望するもの

であります。 

【根本委員長】  どうぞ。 

【大串委員】  いつも根本先生から重要物流道路の重要性というのを説かれるのですけ

れども、やはりダブル連結トラックぐらいの車は、重要物流道路に指定されたところは通れ

るというような道路にしていただけないかというところが一番のお願いです。 

 以上です。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移っていきたいと思いますので、福山通運様、ＮＥＸＴ Ｌｏｇｉ

ｓｔｉｃｓ Ｊａｐａｎ様、ここで御退出ということでお願いいたします。今日はどうもあ

りがとうございました。 

（福山通運、ＮＥＸＴ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｊａｐａｎ退室） 

【根本委員長】   それでは、議事を進めていきたいと思います。議事２として、「車両

の電動化に伴う大型化について」です。事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

【小林企画課長】  企画課長の小林です。資料４の車両電動化に伴う大型化についての現

状を説明させていただきます。 

 １ページの目次を御覧ください。そこに書いてある項目ごとに説明をしたいと思います。 

 カーボンニュートラル対応・電動車導入の動きということで３ページ目を御覧ください。

ＣＯ２の排出量についてでございます。２０２２年度における我が国のＣＯ２総排出量から

見ますと、運輸部門の排出量は、円グラフの赤色の部分ですけれども、１８.５％というこ

とになっております。また、運輸部門のうち、貨物自動車やバス等の大型車が関係する車両

につきましては、運輸部門の約４割ということになっておりまして、併せて、円グラフの緑

色の線で囲った部分ですけれども、我が国のＣＯ２排出量全体から見ますと、大型車が関係
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すると考えられるものについては約７％という値になっております。 

 ４ページ目を御覧ください。２０５０年のカーボンニュートラルに向けまして、政府全体

の各種計画で様々な目標が設定されていますが、例えば乗用車に関しましては具体的な数

値目標が設定されております。真ん中のエネルギー基本計画というものを見ていただきま

すと、乗用車、小型商用車に関しましては、３５年、３０年と目標年次は違いますが、それ

ぞれ電動車１００％、それから、２０～３０％というような数値目標が設定されているとこ

ろでございます。一方で大型車に関しましては、２０２０年代に５,０００台の電動車を先

行導入ということで、今後、数値目標のより具体化が見込まれるという状況となっておりま

す。 

 ５ページ目を御覧ください。現行の大型車の諸元についてです。まず、車両につきまして

は、道路の構造を守るため、あるいは交通の危険を防ぐために、車両につきまして、大きさ、

長さ、重さなどの基準として一般的制限値というものが設けられております。右側の表を見

ていただきますと、現行市販されている大型車でございますが、一番下の表に一般的制限値

が書かれていますが、赤字で書かれている数字に関しては、一般制限値ぎりぎりまでこの近

い数字が採用されているということで、これによりまして効率的に積荷を輸送するという

ことが試みられているところでございます。 

 ６ページ目を御覧ください。現在の電動化に向けた取組としまして、現在の技術で車両を

電動化しますと、どうしても燃料部等が重く大きくなる模様となっておりまして、各自動車

メーカーでは、車両の一般的制限値内で電動車を製造しようと、積載量を減少させ、走行実

証等に取り組んでいる状況でございます。今後、電動化を推進するためには積載量の課題と

いうものが存在するということでございます。 

 一方で７ページ目を御覧ください。海外での動きでございますけれども、ＥＵにおきまし

ては、日本と同様に一般的制限値が設けられておりますけれども、電動車等の普及促進のた

め、電動車に限っては一般的制限値を緩和するというＥＵ指令が今、欧州議会において審議

中ですし、今後、理事会の承認を経て法案成立となる予定でございます。 

 それから、８ページ目に、参考までに各国の一般的制限値の表を根本委員長から提供いた

だいております。 

 ９ページ目、最後に、まとめでございます。電動車に関しましては、ディーゼル車と比較

しまして燃料部等が重く大きくなる傾向でございますので、一般的制限値内で電動車を製

造するとすると、積載量の確保は課題という状況になっております。 
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 それから、少し話題を替えまして、１０ページ目の物流２０２４年問題に関してでござい

ます。 

 １１ページ目を御覧ください。この直近の２０年で見ますと、貨物１件当たりの貨物量が

半減している一方で、物流件数としてはほぼ倍増しておりますので、小口・多頻度化が進行

しているということが分かると思います。その一方で、貨物自動車の積載率の推移でござい

ますけれども、４０％以下の、低い水準で推移しているという状況でございます。 

 １２ページ目を御覧ください。物流のコストに関しては、御案内のとおり、２０１９年度

頃より燃料価格が上昇しているとともに、タイヤですとかバッテリー・オイル交換といった

自動車関連費用も上昇傾向にあるということでございます。 

 それから、１３ページ目を御覧ください。各種統計調査から見ますと、半数以上の企業が

ドライバー不足を感じているという状況ですとか、また、ドライバーの平均年齢が高齢化し

ている、担い手の減少が予測されているということでございます。これに併せまして、２０

２４年問題、労働時間規制等を踏まえると、今後具体的な対応を行わなかった場合、国土交

通省の最終とりまとめ資料によると、２０２４年度には輸送能力が約１４％、２０３０年度

には輸送能力が約３４％不足する可能性がございます。 

 １４ページは今のところのまとめでございますけれども、物流の小口・多頻度化が進行し

ている中で、２０２４年問題ということを踏まえると、これまで運べていた荷物の一部が運

べなくなる可能性があるということでございます。 

 それから、１５ページ以降は、道路構造と車両の制限に関する現状整理でございます。 

 １６ページ目を御覧ください。道路の構造につきましては、道路の種類、それから、計画

交通量、設計車両などの条件から定められた基準を基に設計することとされております。具

体的には、右の図を見ていただきますと、例えば車線ですとか路肩の幅、それから、高さ、

あるいは曲線部に関しまして、この基準を基に設計されております。一方で、セミトレーラ

ー連結車、大きな車両に関しましては、全ての道路で通行可能とすることは合理的ではない

ことから、高速自動車国道等の規格の高い道路においてのみ設計車両の対象としていると

ころでございます。 

 それから、１７ページ目を御覧ください。大型車が道路と交通に与える影響としまして、

高さが大きいものに関しましては、トンネルですとか、あるいは横断歩道橋等への衝突とか

損傷というリスクがありますし、また、長さや幅が大きい車両に関しましては、対向車線へ

のはみ出しですとか、あるいは曲がれたとしても、交差点において時間を要し、交通への支
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障が懸念されるところでございます。 

 １８ページ目を御覧ください。車両の重量が重くなりますと、構造物の劣化を早めること

になりまして、メンテナンスに関係するコストの増額が懸念されるところでございます。こ

れまでの知見から、大型車１台が、例えば軸重１０トンの基準ですけれども、仮に２割超過

した１２トンで走行した場合、舗装に関しては比例するのではなく４乗則に影響するとさ

れておりまして、実際には２.０７倍という疲労のダメージがあるということで、２台分の

疲労の影響があるということでございます。一方でコンクリート床版、橋梁部分に関しまし

ては１２乗則ということになっておりまして、８.９２倍、約９台分の疲労が蓄積されると

いうことでございます。また、基準の倍である２０トンの場合に関しましては、１２乗則で

すので、橋梁への影響は約４,０００台分の疲労を与えることになるということでございま

す。 

 １９ページ目を御覧ください。このようなことから、道路の構造を保全して、また、交通

の危険を防止するために、特殊車両通行制度ということで、一定の重量・寸法を超える車両

については、通行の許可または通行の可能経路の確認を受けることが必要という制度にな

っております。 

 ２０ページ目を御覧ください。一般的制限値を超える場合は、通行条件を付した上で特車

の許可を与えているということがございます。その１例でございますが、通行条件が一番厳

しいＤに関して、下の図の赤枠で囲ったところでございますけれども、交通量の少ない夜間

通行を義務づけた上で、橋梁の部分を渡るときには徐行させて、誘導車両を後ろにつけて、

橋梁のピンク色の部分ですけれども、そこにほかの車が同時に乗らないように、というよう

な条件を付して通行を許可してございます。 

 ２１ページ目を御覧ください。これまでの車両の大型化への対応でございます。社会的な

要請等を受けまして、技術的な検証を行った上で、車両の大型化に対して、一般的制限値や

許可限度値などを緩和してきております。例えば平成５年には、車両総重量の最大値や設計

自動車荷重を２５トンに引き上げていますし、１６年度には高さを４.１メートルに引き上

げております。また、平成３０年には重要物流道路を創設しまして、国際海上コンテナの特

殊車両通行許可を不要にするという取組をしてきております。 

 ２２ページ目は今までのまとめでございますけれども、道路は一定の基準で整備されて

いる中で、車両が大きく、また、重くなりますと、老朽化のスピードが速くなる、あるいは

交通安全の円滑化への影響があるということで、これまでは技術的検証を踏まえて車両の
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大型化に対して各種緩和を実施してきたところでございます。 

 最後に２３ページ目ですけれども、大型車の違反の状況でございます。この特殊車両に関

しまして、車両の制限値ですとか特別許可条件が守られているかどうかということで車両

の取締りを行っております。２種類の取締りがありまして、１点目は、左側ですけれども、

現地での沿道の取締り基地に車両を引き込んだ上で重量・寸法などを計測しているという

ことでございます。もう一方は、走行中の車両を自動計測装置で取り締まるということでし

て、ナンバー、それから、軸重等を常時測定しまして、特殊許可のデータベースとマッチン

グして違反者を判定するということに取り組んでございます。 

 参考までに２５ページ目ですけれども、違反に関しての行政指導で、国の場合の流れでご

ざいます。警告、是正指導を繰り返した車両に関しましては、数次の是正指導になった場合

には公表をしているということでございます。 

 ２６ページ目を御覧ください。現地取締りと先ほどのＷｅｉｇｈ－Iｎ－Ｍｏｔｉｏｎ、

走行中の取締りでございます。まず、現地取締りに関しましては、左の表にあります、赤枠

で囲ったところですけれども、引込台数に関する違反台数の割合は減少傾向にありますが、

依然として３６.３％と高く、右側のＷｅｉｇｈ－Ｉｎ－Ｍｏｔｉｏｎの取締りでございま

すけれども、令和４年度、赤枠で囲ったところでも、いまだに１.１万台という高い水準で

あります。違反台数と警告累計回数を比較しますと、警告には至らない違反が多数というこ

とが分かります。また、２回目以降の警告は１回目と比較すると減少傾向にあって、警告に

は一定の効果があるということが考察されます。 

 最後に２７ページ目ですけれども、道路構造物の負荷の低減にもこの取締りは不可欠な

取組ですけれども、取締りにもかかわらず、依然として多くの違反が発生しているというこ

とでございます。 

 最後に、全体のとりまとめとして２９ページ目を御覧ください。社会的な要請としてカー

ボンニュートラルですとか、あるいは２０２４年問題に対応していくと荷物が運べなくな

る可能性がある一方で、道路が一定の基準で整備されておりまして、通行可能な経路、メン

テナンスの影響、交通の安全と円滑への影響を考慮することが必要ということになってお

ります。これまで車両の大型化に対して各種緩和等の対応を実施してきていますが、一方で

取締りにもかかわらず、依然として多くの違反が発生しているという状況でございます。 

 今回、現状の説明ということで、今後、電動化ですとか物流２０２４年問題を踏まえまし

てどのような対応をしていくかという検討をしていくに当たりまして、現時点での委員の
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皆様の意見を伺えれば幸いでございます。 

 以上でございます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。それでは、御意見、御質問をお願いしたいと

思います。どうぞ。 

【兵藤委員】  私からは一つだけなのですけれども、２６ページの違反です。これについ

てやはり道路をものすごく傷めるので大変問題なのですが、違反に至る理由など、もう一歩

踏み込んだ分析というか解析があるといいかと思います。例えば運行管理をされているよ

うな車両が違反することもあるのかどうか。また、全然知らずに超えていましたということ

もあるかもしれない。それからあとは、車両ですね。トラックだけではなくて、建設機械な

どは結構多いような気がするのですが、一歩踏み込んだゆえの対策の精緻化を期待したい

と思います。 

 以上です。 

【根本委員長】  ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。どうぞ。 

【苦瀬委員】  私は、コメントということでお願いします。２０２４年問題で今、積載率

が下がって、多頻度・小口化で大変という議論があるのだと思うのですが、積載率を上げる

には、丁寧な顧客サービスをやめればいいという議論になるのだろうと思うのですね。昔、

デリー・ムンバイの貨物列車をＪＩＣＡで手伝ったときに、もう２０年ぐらい前ですけれど

も、インドの鉄道局に、「時間どおり発車しましょうよ、顧客サービスを守るために」と言

ったら、「何を言ってるんだ。我々が一番もうかるのは積載率１００％になるまで出発しな

いことだ」と、こう言われたのですね。 

 この積載率を高めるという議論も、結局サービスを低下させるというところに戻ってく

る可能性があると思います。現実に郵便も、都内ですら明日は届きませんと。ネットで本を

買っても、当日配送はやめましたと。コンビニも、おにぎりの種類は減らして、配送の回数

を減らしていると。だから、実は我々が十分気がつかないうちにいろいろなところで物流の

サービスが変わっていく可能性があるからこそ、このままの現在のサービスがずっと続い

ていくというふうに思うとちょっと違うかもしれない。もちろん人手が足らなくなるのは

事実だと思うのですが。民間の事業者さんたちはそこを何とか擦り抜けるために、サービス

を下げてでも何とかしようと思っている人たちもいるのではないか、というのが私の受け

取り方です。 

【根本委員長】  ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。はい、どうぞ。 
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【朝倉委員】  僕は車両の重量については全く詳しくないので素人の意見と思っていた

だいたほうがいいのですけれども、今日の御説明をお伺いすると、要するに、燃料電池で動

くような車を新たに導入しようとすると、軸重が今の最大の１０トンに対して２トンぐら

い増えるのではないかという話だったと思うのですね。ところが、総重量の制約が２５トン

だと思います。ですので、この２トンが増えたところで、総重量２７トンにしましょうとか、

３０トンにしましょうとなっていないと思うのですね。なので、今の我が国の制度設計の下

で仮に燃料電池車が入ったとしても、２５トンの枠内では運用できるのではないかと思い

ます。 

 これがもしそうではなくて、海外並みに総重量を３０トンとか４０トンに緩和しましょ

うというのだったら全く別の話になると思うのですけれども、燃料電池との関係で言えば、

僕はそんなに大きなことにはならないのではないかなというのが一つの推察です。あくま

で素人の意見ですけれども。 

 もし総重量がすごい制約になるのだったら、燃料電池もそうですけれども、いわゆる合成

燃料、そちらにシフトするほうがむしろ、今のガソリンと同じ重さで動くわけですからより

合理的なので、そういう開発も積極的に推進するということをメッセージとして出すとい

うのは、これはあり得るのではないかなと感じました。 

 以上です。 

【根本委員長】  分かりました。ほかいかがでしょうか。どうぞ。 

【上村委員】  カーボンニュートラル対応のところなのですけれども、今、話に、ディー

ゼル、燃料電池、それから今この中には出てこないんですけれど、やっぱり注目は水素車で

すよね。水素車で大型の車を走らせようというのが、動きとしてはこれからもっともっと出

てくると思うのですけれども、水素車に対してあまり取り上げられていなかったので、その

点はどうなのかなというところをお聞きしたいところです。 

【朝倉委員】  それに関連して。水素車が重いのではないですかね。 

【根本委員長】  もう１人行きますか。 

【大串委員】  私からお聞きしたいのは２点と、コメントが１点です。お聞きしたいのは

高さ・幅・長さに関しての制限に関して、１７ページに詳しく載せていただいているのです

けれども、例えばいろいろなトラックドライバーをこれから採用していかないといけない

ということになっていくと、トラックドライバーによっては、橋の高さ制限、この高さで通

れるのか通れないのか、このルートで行けるのかというのを事前に確認したいのではない
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かと思うんですが、現在そういうことが確認できるような、例えばこのルートをこう通って

いくと、この高さだとここの橋が通れないなとかということが分かるようなソフトウェア

があるのかどうか、有料でも何でもいいと思うのですけれども、それを把握しておられるの

かお聞きできればと思います。 

 ２点目が、罰則についてなのですけれども、やはり一定程度まだこういう違反があるとい

うことで、罰則が聞いていないからあるのか、周知されていないからあるのか。さきほど兵

藤先生がおっしゃっていましたけれども、守れなかった理由が何なのかというところをも

う一歩踏み込んで、もしデータをお持ちでしたら教えていただきたいというのが２点目で

す。 

 ３点目ですけれども、最近よくテレビ番組とかで、スーパーに朝、買物に行っても、かな

りの品ぞろえがそろっていないというようなことが報道されています。苦瀬先生がさきほ

どおっしゃっていましたけれども、質が落ちています。そのことに関しての評判は、最初は

悪いのですけれども、同時にやはりトラックドライバー不足とか物流の危機が報道されて

いますので、これが本当に現実に身の回りで起こっていることなのだということを皆さん

にも周知されつつあるのではないかと思います。国交省として、じゃあ、それでいいよねと

いうふうにしていくのか、混載率などを上げてもう一遍質の改善に取り組んでいこうとい

う姿勢なのかどうかというところを御教示いただけたらなと思いました。以上です。 

【大井道路交通管理課長】  兵藤委員と大串委員から罰則に対する御指摘、御質問があり

ました。確かに今日お示しした中で、単に違反件数がどれぐらいですというだけで、違反率

はこれぐらいですという御説明だったので、特にどういった場合で違反が多いのかという

ところまではお示しできるデータがないのですけれども、御指摘のようにトラックの過積

載なのか、許可は取っていたけれども、ちょっと重量オーバーしてしまったのか。急に明日

運べと言われてやむを得ず、違反だと分かっていて運んでしまったというところもあると

思うのですけれども、すみません、手元にそういった分析をまだしておりませんので、御指

摘を踏まえて考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

【小林企画課長】  朝倉先生から質問、コメントがありました総重量と軸重に関しては、

これまで車両の大型化への対応で重さを２５トンに引き上げたこともありまして、当時ど

ういう検討したか少しレビューしてみたのですけれども、必ずしも総重量と軸重というの

は同じように利くわけではなくて、今までも社会的な要請等を受けて引き上げましたが、実

際にはもう一つ今回も資料にも入れていますけれども、技術的な検証というものが必要で、
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例えば橋梁のタイプによっても違うということを研究チームから聞いていまして、やはり

そこは社会的な要請とは別に、技術的にどこまで対応できるのかというのは併せて必要な

のだろうと思っています。 

【田邊車両通行対策室長】  私から少し補足いたしますけれども、先ほど朝倉先生からＥ

Ｖで本当に重くなるのか、あと、上村先生から、ＦＣＶが主役じゃないかというお話があり

ましたけれども、先ほどヨーロッパの規制のご案内をさせていただきました。どういうこと

でこういう検討が進んでいるのかという、その前提の文章を読みますと、やはりＥＶのほう

は、先ほど御指摘あったように、大きな車を大きなエネルギーを使って動かさなくてはいけ

ないので、相当大きなバッテリーを積まなくてはいけない。例えば数値としては、４トンと

か６トンとか、そういった数値のバッテリーを積まなくてはいけない、そういうような文章

があります。 

 ＦＣＶのほうにつきましては、６ページのところにもありますけれども、先ほどの水素を

入れるタンクというのがやはり大きな容量を取るようでございまして、それが大きければ

１メートルとかそういったような、丸い筒状のものを何本も重ねるのですけれども、それは

やはりガソリンをためておくよりは水素の容量がどうしても必要なので、水素車は重さと

いうよりは容量を食ってしまう、大きさを食ってしまうと、そういうようなレポートが出て

おります。 

【朝倉委員】  すみません、ここを読んでいてよく分からなかったのは、長距離を走るト

ラックでバッテリーを普通のいわゆるＢＥＶ、これで走ることはほとんどあり得ないと思

うので、燃料電池車だと思ったのです。燃料電池車であっても重くなると読めてしまったの

で、もしそうであれば考えないといけないのだけれども、むしろ燃料電池は重くなるのでは

なくて、水素を積む分だけ容量を食っちゃうからという、そういう理解でよろしいですか。 

【田邊車両通行対策室長】  そう理解しております。 

【根本委員長】 電動トラックに関しては、欧州、アメリカで開発が進んでいて、市販され

ているものもあります。だから、全く否定できないわけではなくて、おそらくヨーロッパで

は電動トラックも意識にあって、それで重たくなるから、緩和してもう少し積めるようにし

たらどうだろうかと考えているように思います。そうしないと、電動トラックが普及しない

からという、そういうことで検討が進んでいるのですよね、違いますか。 

【田邊車両通行対策室長】  そうだと思います。欧州は特にバッテリーＥＶが政策的な誘

導もあって日本よりずっと進んでいるところがありますので、やはりそちらもにらみなが
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ら進めているのかと思います。 

【朝倉委員】  全く駄目かと思いましたが、長距離トラックでもバッテリーＥＶなのでし

ょうか。 

【根本委員長】  すでに市販されています。 

【田邊車両通行対策室長】  先生の御指摘どおり、日本ではやはり長距離はＦＣＶのほう

がフィットするだろうということで、経済産業省中心にＦＣＶをどう増やしていくかとい

うところに政策の力点が置かれているような形に見えます。 

【根本委員長】  そういう諸外国の動向も踏まえながら、我が国でＦＣＶとか電動トラッ

クが普及するかもしれないということをにらんで、どういう緩和があり得るか、それを検討

しましょうという問題提起かと思います。ほかいかがでしょうか。 

【大串委員】  すみません、今の点、例えば日本の高速道路網というのは橋梁施設が多く

て、多分ヨーロッパのどこのいわゆる高速道路よりも橋梁がかなり多いと思うのですけれ

ども、そうするとやはり傷めることが多いので、日本はあまり重いほうのトラックに誘導し

ないほうがいいとかいう政策提言もあり得るということですか。 

【根本委員長】  どうなのでしょうか。 

【小林企画課長】  先ほど言いましたように、技術的な検証でどこまでできるのかという

のはしっかり見極めなければいけないと思っています。 

【根本委員長】  総重量の話と、それから、軸重の話はきちんと分けて議論しなければい

けないと思うのですね。ヨーロッパでも、総重量は多いけれども、軸を増やして道路に対す

る負担を減らすということを一生懸命やっています。軸が多いトラックはむしろ軸を増や

してくれたから、別の面で規制緩和するというふうなやり方もあります。あと、総重量では

高速道路ではもう４０トンはいいわけです、日本も。だから、むしろ軸重なのかもしれませ

ん。さきほど軸重２０トンの車がこれだけ走っているというのを見てびっくりしましたけ

れども、軸重をきちんと管理させる。それで、軸がもう少し多いトラックを普及させ、それ

でなるべく道路に対するダメージを減らすという、そっちのほうがテーマとしては重要な

のかなという印象を持ったのですけれども、どうですか。 

【小林企画課長】  そこはメーカーの話もありますので、しっかりメーカーの動向という

か意向もきちんと確認していきたいなと思っています。 

【大串委員】  逆じゃないですかね。道路側からの提案が要るのではないですかね。 

【小林企画課長】  それもあると思います。 
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【根本委員長】  それでは、今後海外の状況も調べてもらうということで、今日はこの辺

でよろしいでしょうか。今日はテーマが多いので、次に行かせてもらいます。 

 続いては、議事３、特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上についてです。よろし

くお願いいたします。 

【田邊車両通行対策室長】  資料５に基づきまして、車両対策室の田邊から御説明いたし

ます。 

 １ページ目を御覧いただきまして、２つの柱を掲げております。一つは夜間通行条件の緩

和というものと、もう一つは通行手続の利便性向上でございます。これは両方とも昨年６月

に策定された物流政策パッケージに基づく取組として、特車制度に関連するもので掲げら

れた２本の取組でございます。昨年の委員会でも御議論いただきまして、これまで取組を進

めてきておりますので、そのフォローアップの話と、今後何をしていくかという話をさせて

いただければと思っております。 

 ２ページ目を御覧いただきまして、これは先ほど企画課長からもご説明した夜間通行条

件なのでスキップさせていただきたいと思います。 

 ３ページ目で、ドライバー不足や働き方改革のためにこの夜間通行条件を緩和できない

かという声をいただいておりまして、今回この検討を進めてきました。具体的には、橋梁で

は、交通量が少ないということを前提に、前後１時間ずつ拡大して夜間２０時から７時で通

行可能にすること、さらに交差点では最新の車両旋回性能を反映させながら、夜間条件を付

す車両の量を減らすという、２つのアプローチで進めてまいりました。本件につきましては、

昨年末に交通の安全の確保の観点などを踏まえながら、机上検討に基づいて実地検証も行

ってまいりまして、さらにそこで安全性を確認しながら、パブリックコメント手続を経て、

本年４月から実際に施行開始しております。 

 ４ページ目を御確認いただきまして、施行開始後１か月の状況なのですが、まだ速報とい

う感じでございますけれども、許可件数のベースで、橋梁では最大３,０００件強、交差点

では２,０００件強、こういった規模で実際に緩和が適用可能となっているような状況でご

ざいます。引き続き、適用状況の把握ですとか分析ですとか、事業者から効果を聞きながら

効果検証等を実施するなど、夜間通行条件の在り方というのを検討していきたいと考えて

おります。これが１点目の夜間通行条件の緩和でございます。 

 ２点目、通行手続の利便性向上でございます。６ページ目を御覧いただきまして、通行手

続については、従来の左側の許可制度に加えて、令和４年４月から確認制度の運用を開始し
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ております。この新しい制度の売りは即時性でございます。最初に車両やＥＴＣ２.０の情

報を登録いただいて、あとは発着地点を指定していただければ、簡単に経路が検索可能にな

るというような仕組みになってございます。許可制度ではどうしても審査に日数がかかっ

てしまいますので、この許可制度の利用を促進することで、手続の利便性を向上させていき

たいと考えております。 

 ７ページ目を御覧ください。これはちょっと復習のところもありますけれども、確認制度

は２つの使い方が主にありまして、２地点検索とマップ検索というのがございます。主経路

と代替経路と、さらに、渡り線が双方向で走行可能になる２地点検索。これは一度に何個の

経路も走行可能になります。さらに、都道府県検索というのは、その都道府県の中の経路に

ついて通行可能な経路が全て利用可能になるというのがこのマップ検索でございます。従

来の制度と比べると、従来の制度は１経路、片道ごとの許可が必要ということになっており

ます。 

 ８ページ目を御覧いただきまして、この利用促進に向けた課題でございます。前回の委員

会でもこの課題を提示させていただきましたし、さらに団体ヒアリングですとか事業者ヒ

アリングなど続けてまいりました。大きな課題とその取組の方向性は３つでございます。 

 一つは、何といっても道路情報の電子化ということで、この確認制度は、道路情報の電子

化と切っても切り離せないような状況になっておりまして、これがないとエリアが拡大で

きない。携帯電話でいったら都市だけしか使えないということになるので、これをしっかり

と全国で使えるようにエリアを拡大していきたいというのが１つ。 

 ２つ目は、この手数料で２００円、６００円と、ぱっとこれだけ見ると、確認制度、何か

高そうだなというところもあって、そういう割高感からなかなか入り口に入ってもらえな

い、確認制度のメリットというのがまだまだ実感できていないという声がたくさん聞こえ

てきておりまして、これをしっかり理解していただく、理解促進を進めていきたいというの

が２つ目の取組でございます。 

 ３つ目は、ヒアリングを重ねますと、やはり車種を拡大してほしいですとか、前回朝倉先

生からお話あったように、実績、通れる経路を、例えば次からの審査で通れるというふうに

使ったらどうかとか、あるいは操作性の向上ですとかそういったシステム改善を重ねてほ

しいという利便性向上と、この３つの柱で取組を進めております。 

 ９ページ目が、道路情報の電子化ということで、エリアの拡大でございます。昨年から道

路情報の電子化を加速化しております。ラストマイルと言われる、最後の１マイル、これが
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使えないと経路全体で使えなくなってしまいますので、平成３０年以降に利用された道路

を重点的な電子化対象（５万キロ）、これは５万キロ計画と私たちの中では呼んでおります

けれども、これを令和８年までに概成させたいというふうに考えております。例年は約２,

０００キロから３,０００キロの収録でしたので、昨年度、今年の春の実績でこれが１.６万

キロ収録することができましたので、約５倍の速度で今、加速化できています。これを来年

再来年としっかりと積み重ねていきたいというのが一つ。あともう一つは、こういった取組

をしっかり利用者にお届けする、確認制度使えるぞということをしっかり届けていきたい

というのが、この９ページのお話でございます。 

 １０ページ目が確認制度の利用促進ということです。やはりヒアリングに基づきますと、

まだ荷主に十分認知されていないですとか、あるいは先ほどお話ししたように安いのか高

いのかよく分からないとか、どう使えば安くなるんだといった確認制度のメリットが分か

りにくいという御指摘をいただいております。さらに、本当は使いたいのですけれども、業

務や人材が固定化しているから、もっと簡単だということを教えてほしいとか、そういうよ

うなお話もいただいております。 

 こういったことを踏まえまして、私たちは特車のＰＲサイトというのを持っております

が、そういうのを通じて、これまでの制度認知を高めるポスター、この絵にもありますけれ

ども、こういうポスターを作ったりですとか、後はメリットをユースケースで、こんな使い

方をすると安くなりますよというチラシを作ったりとか、あとは、動画で視覚的に操作手順

を説明するデモ動画を用意しながら、理解促進に努めるような取組を進めております。 

 さらには、これは物流・自動車局中心に行った取組で、３月にトラックの標準的運賃の改

正が大規模に行われましたけれども、この中で初めて、特殊車両の通行関係費用も荷主から

実費を収受できると明示させていただきまして、この考え方をしっかり浸透できるように

周知していきたいと思っております。 

 さらに今後の予定としては、このような情報を充実させていくとか、利用者向けの出張セ

ミナーを展開していくとか、あとは利用機会を拡大する促進策というのをさらに検討して

いきたいなと考えております。 

 最後、システム利便性の向上でございますけれども、ヒアリングを通じまして、車両の拡

大、ここにリフトアクスル車への対応とありますけれども、対応していなかった車両への対

応を進めるとか、あとは許可実績を活用することによって、自動算定の対象を拡大していく

というような取組を昨年の１２月から試行的に開始しております。今後、こういった試行的
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に行っている自動算定の経路に実績を使うということをさらに拡大していくとか、先ほど

ダブル連結トラックの話もありましたけれども、そういったデジタル化と親和性のある車

両をしっかり取り込んで、利便性を拡大していく、こういった取組を推進していきたいと考

えております。 

 私の説明は以上でございます。ぜひ御審議いただければと思います。 

【根本委員長】  ありがとうございました。いかがでしょうか。何か御質問ございますか。

はい、どうぞ。 

【朝倉委員】  すみません。しつこくて申し訳ないですけれども、２つあります。一つは

確認制度で、通行可能な経路が分かるわけですけれども、どういう経路であれば可能なのか

ということの条件は、あらかじめ開示されているのでしょうか。つまり、それは別に事業者

でなくても、例えば一般の方でも、全くトラックを動かさない方でも、そのルールを知るこ

とができるのかということにも大いに関係しています。これが１つ目です。 

 ２つ目は、２地点双方向２経路検索というのが機能としてあるのですけれども、このとき

の主経路と代替経路というのは、自動的に示してくれるのですか。もしそうだとしたら、何

かの基準がなければ、主経路、代替経路はつくれないと思うので、その方法を教えてくださ

い。もし事業者が主経路と代替経路を入力しないといけないのだったら、大変面倒ですよね。

そこのところはどうなっているのかというのをお伺いしたいです。 

 質問２点です。よろしくお願いします。 

【根本委員長】  ほかいかがでしょうか。 

【大串委員】  すみません、私、８ページなのですけれども、許可制度の場合、有効期間

が２年からとなっているんですが、確認制度だと有効期間は１年というふうに限ってある

のです。それはどうしてかということを教えていただければありがたいです。 

【根本委員長】  ありがとうございます。 

 よろしいですか。それでは、お答えお願いいたします。 

【田邊車両通行対策室長】  まず、朝倉先生から御質問いただいた件で、開示されている

のかということについては、これは確認制度も許可制度も審査の仕方は全く一緒でありま

して、通達ということで地整局に、こういうふうに審査してくださいという、そういう基準

を示しておりまして、それは利用者も見ることができますし、申請者も確認することができ

ます。 

【朝倉委員】  具体的に幅員がこれぐらいであればオーケーとか、交差点であればこうい
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う形状の交差点であればオーケーとか、あるいは交通条件はこういうことであればオーケ

ーとか、そういう条件がきちっと明示されているということですか。 

【田邊車両通行対策室長】  車両がどういうものに当てはまるかというのは自分で判断

できるのですけれども、実際の道路がどういう形かというのは、それぞれの道路管理者が持

っている情報というのもありますので、最初にそれだけでいきなり全部が分かるというこ

とではありません。 

 ただし、例えば許可でしたら、申請する際に、実際にこの経路を通りたいといった情報や、

車両諸元を入れていただくと、道路の情報も電子化されているので、ここは例えばＡ条件で

通れますとか、ここはＣ条件で通れますとか、ここは夜間条件がつきますとか、つきません

とか、そういうのが申請時に目に見えて分かるようになっています。 

【朝倉委員】  先ほどの事業者の方が、許可条件が曖昧であるとか、申請してみないと条

件が分からないとかとおっしゃっていたのは、結局その条件がクリアになっていないとい

うことをおっしゃっていたのではないかと思います。しかもそれが地整ごとに様々であっ

たり、それを判断される方によってオーケーだったり駄目だったりするということだと、い

くら電子化しても電子化したことにはならないので、そこの条件をクリアにして、本当にそ

れが大丈夫かということを例えばこの中にいらっしゃる先生たちがチェックできるように

オープン化する必要があるのではないかというのが僕の意見です。 

【大井道路交通管理課長】  収録されている道路がどこにあるのかということ自体は、一

般の方も、公表されているホームページがありまして、そこで重さ指定道路なのか、高さ指

定道路なのか、どういう諸元なのかというところまでは分かります。ただ、実際に個別の車

両がこの道路を通ったときにどういう条件がつくのか、Ａなのか、Ｂなのか、Ｃなのかとい

うところまではぱっと見では分からないので、そこは道路管理者との許可申請の手続の中

で明らかにしているというのが実際の今のやり方になっています。 

【朝倉委員】  その条件をクリアにしたところで何の不都合も国交省側には生じないよ

うに思うのですけれども、条件をオープンにすることで、利用者は便利になるだけで不都合

はないと思うので。何か不都合があるのだったら、表現は悪いですが、ブラックボックス化

されることも仕方がないと思いますけれども。 

【根本委員長】  市町村担当者によって、答えが違うということはあるのですか。 

【大井道路交通管理課長】  特に橋梁の場合ですとあり得るかなと。 

【田邊車両通行対策室長】  ２つの話が混ざっていまして、これはダブル連結トラックだ
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からという由来の話と、普通の許可制度、確認制度だったらという話が今、混ざっています。

許可制度、確認制度だったらという話でまずいくと、全て基準ですとか道路の情報の電子化

がされていればオープンになっていて、申請のときにそれぞれ、どこをどう通ったらこんな

条件が付されそうです、ここはすぐには自動で審査できないので協議の対象に回ってしま

います、今時点では分かりませんとか、そういうところまで分かります。 

 もう一つ、ダブル連結トラックというところでいいますと、まだ地方のところで、特別に

長い初めての車両なので、個別に審査しているというのが、現状では主流となっています。

それを何とか少しずつ今まで積み上げてきた経験を共有しながら、例えばお話ししたよう

に、ほとんど１６.５メートルのセミトレと同じように曲がれますよとか、そういった条件

を共有しながら取組を進めています。一方で、杓子定規に、地方によっては、いや、長いか

ら、ここの箇所は、Ｃ条件にさせてもらいますとか、そういう地方のなまりみたいなのが出

てきてしまっているというのがあるので、そういった特有の対処の仕方を変えていかなく

てはいけないと思っています。 

【根本委員長】  そうすると、ダブル連結以外は一応決まった考え方があって、担当者に

よって答えが違うということはない。ただ、道路と車の組合せによって答えが違ってくる。

一概に計算式で簡単に結果が出るという感じにはならないということですね。 

【田邊車両通行対策室長】  いわゆる計算式も大部となっているので、一概には、これで

イエス、これでノーということは容易には判断できません。ただ、自動算定の計算式が入っ

ているシステムがあるので、実際に申請していただくと、通れる通れないとというのは目に

見えて分かります。 

【朝倉委員】  途中に確率的要素がないのであれば、ころころ変わることはなく、許可条

件というか通行条件というのがきちっと調べられていると思うのですけれども、外部から

見てもその条件が不都合ないということを確認できるようにしておいたほうが、もし何か

あったときにいいのではないかと思うので、そのような発言をさせていただいたという次

第です。もしその条件が担当者によって曖昧だとなれば、そのことのほうがむしろ問題とし

て深刻である可能性があるので、もっとより見えるようにしてシンプルにしたほうがトー

タルとして合理的だし、安全ではないかと感じたので、そういう発言をしました。 

【根本委員長】  ２年と１年は何で違うのでしょうか。 

【田邊車両通行対策室長】  許可制度は、当初、制度の導入の際はやはり１年で、その後

２年になったりとか、優良な企業はそのさらに倍の４年まで伸ばせたりとか、少しずつ期間
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が延びてきたという経緯があります。確認制度はなぜ最初から２年ではないのかという指

摘があると思いますけれども、確認制度は新しい制度ですし、確認してすぐに通れるという

話でもあるので、最初に１年ということでかために設定したのが実情かと思っています。 

【大串委員】  ありがとうございます。 

【大井道路交通管理課長】  すみません、「２年～」としているのは、優良な事業者に対

しては、許可期間を倍にしているという場合もあるので、「～」というのがついています。 

【大串委員】  分かりました。確認制度に移行という話がありましたけれども、優良なと

ころでもう４年もらっているのであれば、わざわざしないですよね。だから、それはやはり

徐々には浸透していくのかなと思いました。ありがとうございます。 

【根本委員長】  上村さん、いかがですか。 

【上村委員】  １０ページのところで標準的運賃の話ですけれども、荷主負担であるとい

うことを明示ということで、それはそれで荷主が納得してくれればいいのですし、特殊車両

でなければ運べない商品というか荷物の場合にはもちろん荷主負担で問題ないですが、ダ

ブル連結の場合ですと、荷主の側から見れば、別にうちはダブル連結で運んでもらわなくて

もいいというような理屈が成り立ってしまって、本当に荷主負担をしてもらえるのかなと

いう感じがします。もうこれは荷主負担であるということを明らかにしながら推進してい

くというふうにお願いをしていかなければいけないと思いますが、そのような意見はあま

りなかったのでしょうか。荷主が何で持たなければいけないのかという声はなかったでし

ょうか。その分はやはり運送会社負担というふうになっていくような。手数料があると思い

ますが、１回につきそんなに大きなお金ではないと見るか、結構大きいというふうに見るか

ですけれども、要は、本当の意味での特殊な商品でない限りは、荷主のほうとしては、なぜ

という疑問になる可能性はなかったですか。 

【大井道路交通管理課長】  実際この文言を入れるに際しては、事業者団体、トラック協

会さんともいろいろ意見交換しながら対応していたのですけれども、実際はおっしゃるよ

うに、最後の最後というか、事業者側の競争するときの運賃、特車の費用を負担してくださ

いというのは、荷主に対して、同業他社に対して競争性を少し失う場合もあるというお話は

ありましたけれども、できる限りこのような負担は荷主が負担すべきだということを荷主

側に対してもトラ協さんと一緒に周知していきましょうということをお話ししております

し、トラ協主催の説明会でも、積極的にこの項目を入れてＰＲするとか、工夫はしていきた

いと思っています。 
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【上村委員】  ２０２４年問題のドライバー不足のところからダブル連結が出てきてい

るという大きな背景の中で、是非そういった形で推進していただきたいなと思います。 

【根本委員長】  ありがとうございます。よろしいですか。時間が押してきてしまいまし

て、まだ報告事項が残っていますので、この辺でこのテーマは打ち切らせてください。 

 それでは最後に、議事４として、道路分野の物流施策について、お願いいたします。一括

して御説明いただいてから質問を受けたいと思います。 

【四童子道路経済調査室長】  資料６でございます。物流の２０２４年問題についてとい

うことでございまして、１ページ、既に時間外労働の時間規制が始まっているところの報道

等の状況でございます。やはりこれまでのところで人手不足を原因とするような倒産の件

数が増えているというようなところでしたり、あるいは共同配送等の取組がかなり進めら

れているというようなところの動きを御紹介してございます。 

 具体的には、２ページにございますように、幹線輸送の共同運行の取組でしたり、あるい

は日通のモーダルコンビネーション型の輸送サービスの取組が見られたり、そうした動き

が見られているというのが一つでございます。 

 また、次のページ、倉庫の関係でも、より荷待ちですとか荷役時間の削減に向けた様々な

技術の導入等が進められているというのが一つでございます。 

 また、次のページ以降政府としての取組を御紹介してございます。昨年の６月の政策パッ

ケージ以降、次の次のページに、本年２月の中長期計画（ポイント）の策定、特に赤ライン

を引いておりますのが道路の関係でございまして、自動運転、自動物流道路、また、ダブル

連結トラック、あるいは大口・多頻度割引の拡充等の取組を実施しているというところの御

紹介でございます。 

 続きまして、資料７でございますけれども、関連しまして、中継輸送の拠点整備の状況の

御報告でございます。御案内のとおり、働き方改革の観点でも、ドライバーの日帰りができ

るように、中継輸送に関するニーズが高まっている状況でございます。 

 具体的には２ページにございますように、静岡のコネクトエリア浜松でしたり、あるいは

左下にございますように、国道２号の沿線、広島県、岡山県等で中継輸送のための拠点の整

備というものを始めつつあるというところでございます。また、右上にございますように、

北海道におきましては、様々に道の駅ですとか、あるいは除雪ステーションなどを活用した

中継輸送の実験を行っているというようなところです。 

 具体の詳細は次のページ以降に御紹介しております。説明は割愛をさせていただきます
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けれども、コネクトパーキングでしたり、北海道の事例等をお付けしているものでございま

す。 

 この中で、１０ページでございますけれども、現在、各整備局等におきまして、こうした

中継拠点のニーズがどういったところにあるかということにつきまして、地域のトラック

協会等々とコミュニケーションを図っているところの状況でございます。具体的には、この

中で緑にありますようなエリアで、事業者アンケート等でこういったところに拠点がある

とありがたいというような地域をお示ししておりますのと、あと、オレンジでは、特に長距

離３００キロ以上のトリップの荷動きを太さでお示ししておりまして、それぞれの候補エ

リア等につきまして、ニーズのさらなる調査等を進めましたり、あるいは具体の岡山の事例

を進めましたり、あるいは北海道での実証実験等を進めているというところの御紹介でご

ざいます。 

 １１ページは、距離が５００キロにしているものでございますので、御参考でございます。 

 １２ページには、新たなＳＡ・ＰＡでのドライバー交代の実証実験について、佐野ＳＡで

の実施を検討しているというところでございます。具体的にはドライバーをＳＡで対応す

るという実験を、最後の１３ページにございますようなスケジュールで検討を進めていく

というようなことを予定しているというところでございます。 

 資料８につきまして、お願いします。 

【松本高速道路課長】  高速道路課長の松本です。それでは、資料８を用いまして、ＳＡ・

ＰＡの確実な駐車機会の提供について説明申し上げます。 

 １ページ目をお願いします。まず、背景でございますが、大型車は８時間以上の長時間駐

車車両もありまして、その影響で深夜帯を中心に駐車マスが不足している状況にございま

す。それを受けて、対策ということでございます。資料下段でございます。まず１つ目とし

て、一番左でございますが、大型車駐車マスの拡充に取り組んでいるところでございます。

令和４年から３か年で１,５００台の拡充を計画しておりますが、昨年度末までで１,００

０台の拡充が完了しているところでございます。２つ目の取組は、短時間限定駐車マスの導

入ということでございます。これは利用を６０分に限定するものということでございまし

て、昨年度令和５年度は１１か所、１１１マスで実施したところでございます。３つ目につ

きましては、立体化（コラム式）の導入ということでございまして、記載の箇所におきまし

て、今後の導入に向けて準備を進めているという状況でございます。 

 ２ページ目お願いいたします。先ほど説明した短時間限定駐車マスの実施状況というこ
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とでございます。日本地図にある１１か所におきまして、昨年度導入をいたしました。具体

的な導入状況は、左下の写真のとおり、黄色い看板、表示等を用いながら利用者に示してい

るという状況でございます。その運用状況でございますが、右下でございます。まだ日が浅

いものでございますから短い期間のデータということにはなりますが、６０分以内の利用

が増加をいたしまして、全体としてたくさんの方に延べでお使いいただいているという状

況でございます。ただ、長時間利用につきましては、減少したもののまだ残っているという

こともございます。引き続きデータ収集もしながら検証を進めていきたいと思います。 

 資料８は以上でございます。 

【竹下高度道路交通システム推進室長】  資料９を用いまして、高速道路での自動運転ト

ラックの実証についての御報告をＩＴＳ推進室からさせていただきます。 

 １ページ目でございます。高速道路上で自動運転トラックを走行させようとした場合に

インフラ側に求められている機能を例示してございます。トラックにつきましては、乗用車

と比べまして、加速・減速、また、車線変更に時間がかかるということで、①で書いていま

すような合流支援であったり、②先読み情報ということで、走行前方の障害物の情報等をイ

ンフラ側から提供してほしいというようなニーズがありまして、検討をしているところで

ございます。 

 また、一番右上でございますけれども、③ということで、特に緊急時の対応等、自動運転

が不具合により止まった場合は、道路管理や交通管理と密接に関係しますので、連携して検

討する必要があるのではないかと考えているところでございます。 

 下のほうに④、⑤とございますけれども、自動運転の普及段階におきましては、一般道ま

で自動運転、無人で走行するということはなかなかハードルが高いであろうというような

指摘もありまして、例えば高速道路上だけ無人で走行するというようなことを考えた場合

に、ＳＡ・ＰＡなどにおいてドライバーを乗り降りさせるような切替え拠点が必要ではなか

ろうかということ、また、自動運転車が走りやすいような環境ということで、優先レーンの

ようなことも考えているところでございます。 

 ２ページ目でございます。この自動運転トラックの実現に向けた取組といたしまして、大

きく右側、車両開発、経産省等が中心となって行っておりますけれども、それと連携するよ

うな形で、先ほど申したようなインフラ側の支援というものを実証し、有効性を確認してい

きたいと考えております。今年度については、新東名高速道路の静岡県内の約１００キロ区

間において実証する予定としておりまして、また、２０２５年度以降には東北自動車道等へ
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も展開を予定しているというところでございます。 

 ３ページ目が、今年度予定している新東名における自動運転トラックの実証実験の概要

でございます。深夜時間帯に優先レーンを設定いたしまして、合流支援であったり、先読み

情報の提供を行ったりということを予定してございます。 

 ４ページ目が進め方でございます。現在、実験の参加者、トラック等、自動運転のトラッ

クを開発している事業者の皆様を対象に公募を行っておりまして、夏頃に実験参加者を決

定して、今年度後半に新東名で実証実験を開始したいと考えているところでございます。 

 ５ページ目でございます。インフラ支援の展開でございます。今ほど申し上げたとおり、

２０２４年度は新東名、２０２５年度以降については東北道等で実証実験を行う予定とし

ておりますけれども、その後、自動運転の開発状況や物流ニーズを踏まえて、全国展開を考

えていきたいと考えているところでございます。 

 ６ページ目でございます。こういった事項につきまして、有識者も交えて検討する場を設

けてございます。自動運転インフラ検討会ということで、右上に検討体制、事務局として、

道路局に加えまして、警察庁、また、通信関係を所管している総務省、この３省庁が事務局

を務めまして、自動インフラ検討会でインフラの在り方について検討を進めようとしてい

るところでございます。第１回を６月に開催したところでございまして、今後適宜開催して、

インフラの在り方の方向性を決めていきたいと考えてございます。 

 ７ページ目は、第１回のインフラ検討会で、高速道路上の自動運転の実現に向けたインフ

ラの在り方についての検討事項を示したものでございます。 

 資料９については以上でございます。 

【四童子道路経済調査室長】  最後に、資料１０でございますけれども、重要物流道路に

つきまして、１ページでございます。右側に、現在の指定の状況を整理してございます。毎

年度、年度明けに、事業が新たに始まった状況あるいは供用が始まった状況を加味しまして

指定をしているというところの最新の状況で、このような数字になっているというところ

の御報告でございます。 

 以上でございます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。それでは、ここまでのところ、御質問、御意

見あれば、よろしくお願いいたします。どうぞ。 

【苦瀬委員】  ２つありまして、一つはもっと前に言っておけばよかったのを言い忘れた

ということで、ここで言わせていただきます。最初の話題でダブル連結のときに、運転手が
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少なくなるからいいよねという議論はよく分かるのですが、その一方で、ダブル連結をやる

ことでの効果という議論と、それから、２つのビール会社が積み合わせて共同輸送やるから

いいよねという議論があったと思うんですね。私自身は共同輸送をやるということは別に

ダブル連結じゃなくてもやる場合もあるわけで、それなりの難しさがあると。待ち合わせを

どうするとか、積み合わせをどうするのかという議論がある。だから、私としては、ダブル

連結は連結で効果があり、一方で、十分１社で満たない場合には共同輸送も使えるという議

論はまた別だというふうにしたほうがいいのかなということを申し上げたかったのが１つ

目です。それから、もう一つは質問です。今日お話がなかったようですけれども、緊急輸送

道路ってありますよね。能登半島の地震もあったわけでございますし、この中でも、レジリ

エンスで日本海側をキープしようとかという議論もあったと思うのですけれども、緊急輸

送道路については、あまり今のところ大きな動きがないということで理解してよろしいで

しょうか。 以上です。 

【根本委員長】  ほかいかがですか。どうぞ。 

【朝倉委員】  自動運転トラックの話ですけれども、これは後続車無人の隊列走行ではな

くて、トラック単体でレベル４で動くようなイメージですよね。そうすると、トラックでは

なくても、一般車両のレベル４の実験でも全く同じことだと思うのですけれども、そういう

理解でよろしいですか。つまり、トラックができるのだったら、普通の一般車のレベル４も

オーケーなはずなので、そういうふうにもしこれが拡大されるのであれば、トラックとか物

流とかという話よりも、もっと一般化して話を議論したほうがむしろメリットが大きいよ

うに思いました。 

 そうなってくると、その話は実はこの後の自動物流道路と密接に関係していて、自動物流

道路は、どこかで荷物を載せないといけないので、いわゆるターミナルが必要になりますね。

実は自動運転トラックもどこかでトラックを高速にアクセスさせてあげないといけないの

で、何かターミナルのようなところを高速道路と直結したものを造ってあげないとけない。

そういう施設を造るということになって、かなり近い概念になるのではないかと思いまし

たので、その辺の関係性もあるのではないかなと思いました。 

【根本委員長】  よろしいですか。 

 それでは、２つ質問がありましたけれども、よろしくお願いします。 

【四童子道路経済調査室長】  ネットワークの関係でございますけれども、今、国土幹線

道路部会のほうで先日、能登半島地震を踏まえて、拠点の在り方も含めてやはり大事なとこ
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ろのネットワークを強くしようということでおまとめいただいておりまして、その中でも

いろいろな考え方がお示しされておりますので、今後それを整備局とか地方で具体化して

いくということになってございます。 

【竹下高度道路交通システム推進室長】  自動運転の関係ですが、原理的には乗用車にも

活用はできると思います。一方、今の自動運転の開発アプローチは、特定のルートを往復す

るようなところで自動運転車両を開発していくというようなアプローチになっておりまし

て、乗用車の場合は、不特定と申しますか、どこを走るか分からないというようなところも

あるので、自動運転の開発としては、トラックであったり、あとは移動サービスのような、

特定のルートを往復するようなものがまずは開発ターゲットになっているという現状かと

思います。 

【朝倉委員】  ただ、レベル４ということであれば、トラックだろうが、自動車だろうが

関係ないので、どうしてトラックに限ってやるのだろうかというのが大いにクエスチョン

なのですね。トラックに限らなくても全然いいのではないかと思うし。 

【竹下高度道路交通システム推進室長】  車両側が開発したいというニーズがあれば、当

然連携して進めていくということになると思います。原理的にはそういうことであると思

います。 

【上村委員】  そちらのほうが早いかもしれないですね。 

【大串委員】  今、乗用車でやっていませんかね、やっていますよね。 

【竹下高度道路交通システム推進室長】  乗用車でも研究はしているのですけれども、実

用サービスとしてここの区間だけレベル４ができるという車両を造ることに、乗用車側が

事業性をどこまで見いだしているかというところが関係してくるかと。 

【朝倉委員】  ただ、ライドシェアとかがもし動くとしたら、それは大いにあるのではな

いですかね。 

【大井道路交通管理課長】  今日は高速道だけでの御説明をさせていただきましたけれ

ども、そういった意味でも、一般道でのレベル４をどう目指すかというところについては、

物流・自動車局と一緒に過疎地での自動運転とか、街中での自動運転はどうあるべきかとい

うのを各地方公共団体で手を挙げていただいて実験しております。 

【朝倉委員】  申し訳ないけれども、そっちは実はあまり期待してなくて、高速道路とい

う限定されたところでレベル４が一般のオーナーカーでもできるということがもし実験で

もできるのであれば、そのインパクトは結構大きいのではないかなと思うので、そこをアピ
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ールしないのはなぜなのかという質問だったんです。 

【大串委員】  トラックだけだと、投資がトラック宛てになっていますよね。でも、一般

カーも享受できますよということになると、享受できる層も厚くなりますし、国民のサポー

トも得られやすいというような意図も込めて朝倉先生はおっしゃっていると思うんですね。 

【朝倉委員】  いろいろビジネスのチャンスが膨らむので、これまで道路局にはビジネス

のにおいがしないと大いに言われてきていたので、いや、そうではないんですということも

アピールできるのではないかと思いました。 

【大串委員】  いずれ乗用車にも拡張して一般化していくという話ですね。 

【竹下高度道路交通システム推進室長】  ご指摘の点は、あり得ると思います。どちらか

というと、インフラだけではなくて、車両側の開発と連携しながら進めなければいけません

ので、車両側がそれで取組をぜひということであれば検討して参りたいと思います。 

【大串委員】  逆なんですよ。トラックで必要とされるような仕組みを乗用車に載せれば

いいという話になるわけで、もしかしたらトラックは大きいから過剰に載せなきゃいけな

いかもしれないけれども、乗用車の場合、このぐらい少ないセンサーで走れますよという話

になるので。 

【朝倉委員】  ほぼほぼ今のレベル２でも高速道路上はタッチしなくてもいけますから、

恐らく、乗用車のレベル４を高速道路上で実験するというのであれば、乗っかってくるとこ

ろは結構いらっしゃるのではないかと思うのですけど。 

【上村委員】  トラックの自動運転のほうが、車の性能としては非常にやはりハードルが

高いですよね。乗用車のほうが、今おっしゃるように、高速の運転するとき、今の車では、

手を放しても大丈夫になっていますからね。 

【根本委員長】  次回までに整理しましょうか。おそらく、国全体でＲｏＡＤ ｔｏ ｔ

ｈｅ Ｌ４というプロジェクトがあって、それに道路局も関与してやっていると思います

けれども、そのときに、なぜトラックでやっているんだというのは、そういうニーズがある

からだと思います。トラックの自動運転だったら、事業者もついてくるということがあって、

国全体として、それを進めたいとなっていると思います。 

トラックの自動運転で開発されたものは乗用車にもまた転用できるだろうし、乗用車で

自動運転のニーズがあるかないかという検討は日本の自動車メーカーがやっているかもし

れません。それも調べていただいて次回以降に議論しましょうか。 

 よろしいですか。 
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【四童子道路経済調査室長】  資料１１－１の自動物流道路、別途検討会のほうで進めて

きておりますところの状況について御報告させていただきます。 

 前段、背景は省略をいたしまして、４ページでございます。自動物流道路に関する検討会

を２月に設置しまして、羽藤先生に座長をしていただきまして、検討を精力的に進めている

ところでございます。具体的には、少し断面図がございますけれども、道路空間をフル活用

した新しい物流モードをスイスの例を参考にということで、次のページにございますけれ

ども、スイスのほうでは、物流専用の自動運転カートを地下のトンネルを掘りまして３車線

構えまして、全長でいうと全体５００キロの構想で、具体的には第１期区間として７０キロ

を２０３１年までに実現しようということで計画しているものでございます。 

 こちらのコンセプトにつきまして、日本でやる場合の考え方とか、あるいはポイント等に

ついておまとめしているところが１１－２の資料でございます。別途、検討会のほうで議論

中の概要紙がこちらでございます。本文のほうが次の資料にございますけれども、概要のほ

うで御説明させていただきます。 

 背景につきましては、やはり様々な危機がございまして、人口減少、カーボンニュートラ

ル等の要請がある中で、道路空間をもっといろいろな機能に使っていこうというところの

御議論がございました。その中で、やはり物流の危機に立ち向かっていくという問題意識の

中で、新しい物流形態として自動物流道路。特に道路空間を活用して専用の空間を造るとい

うことと、なるべく無人化・自動化された輸送にしていくということでございます。 

 ポイントでございますけれども、１つ目が、これまでやはり１人がたくさん運ぼうという

大量化の要請あるいは高速化の要請でやってきたところを、人的リソースの制約を考えな

ければ、小口多頻度でよいではないかというところで、物流専用の省スペースという特徴が

出てくるというのが１点目でございます。それから、スイスの例をヒアリング等で聞いた際

に、彼らが期待しているのは、単に運ぶだけではなくて、保管の機能を持たせたシステムと

して構築をしているというところが特徴的で、このバッファリングをシステム全体に持た

せることで需要の波を平準化して、物流全体の効率化にも資するというようなことのよう

でございまして、こういったところをポイントとしてございます。 

 全体のコンセプトとしましては、持続可能で、賢く、安全な、全く新しいカーボンニュー

トラル型の物流革新プラットフォームということで、こちらの新たなモードの創出を機に、

様々な標準化ですとか、自動化ですとか、技術革新ですとか、そういったところを狙ってい

こうではないかというようなところを詰め込んで概要にしておりますし、また、本文にもま
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とめているというのが現状でございます。 

 こちらにつきましては以上でございます。 

【根本委員長】  ありがとうございます。それでは、何か御質問、御意見があればよろし

くお願いいたします。 

 どうぞ。 

【大串委員】  では、１点だけ。東京の地下は、下水があふれたときに流す大動脈がもう

既に通っていると思うのですけれども、通常は物流として利用して、そういう緊急時には下

水施設として一時貯留をするというような、多目的で使えるような施設というのは考えら

れるのでしょうか。 

【根本委員長】  どうぞ。 

【上村委員】  大変に未来性があって私は非常に面白いと思います。どういうふうに実現

していくか、ハードルは高いかもしれませんけれども、現実、ヨーロッパでやっているとこ

ろもあるみたいなので、ぜひこれは、やはりこれからの未来の１つの物流の形として研究会

に期待いたしております。 

 以上です。 

【苦瀬委員】  私、コメントなんですけれども、こういう技術開発というのは非常に重要

なので、ぜひ検討してもらいたいというのがまず前提です。一方で、こういう新しいシステ

ムというのは、今までも過去に提案されたり、あったものが廃れたりしたわけですよね。僕

が知っている中で一番古いのは、１９００年のエアシューター、ベルリンに６５キロあって、

ニューヨークに四十何キロあって、それが廃れていくわけです。過去にも新物流システムが

あったり、郵便物でのエアシューターのプランがあったり。だから、技術開発をするという

のは賛成ですけど、過去に何があったからできなかったのか、そこをクリアしないとまた同

じことにならないかというのが私の心配なので、一度、過去の仕組みでどういう問題が起き

たかというのをおさらいするというのも必要なのではないかなと思いました。 

 以上でございます。 

【朝倉委員】  大変興味深い案件だと思います。これを見るときに、道路として見ると、

若干つまってしまうけれども、自動化された倉庫が外に出る、通路なんだというふうに思っ

たほうがむしろリアリティーがあっていいかなと。つまり、今もう倉庫で実現していること

が、こういう通路を確保してあげることで、それが実現するということだと思いますし、実

際スイスで検討されているものも、直径６メートルで速度３０km/hですよね。遅いですよね。
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こんなもの、絶対日本の技術だとすぐ出来るはずだと思ったのですけれども、だから、むし

ろ僕は技術的なハードルは低いと見ているんです。なので、今の既に世の中にあるものがこ

ういう形で実現するということは大いにあり得るかなと思います。 

 問題はお金だと思いますけれども、ゼネコンの見積りで１キロメートル当たり８０億円

ぐらい、１０キロで８００億ということだから、１キロメートル８０億ですよね。安いです

よね。本当にできるのかと思いますけど。なので、もし本当にそのお金でできるのだったら、

かなり安くて、投資に値するのではないかなと感じました。 

 以上です。 

【根本委員長】  それでは、お答えお願いします。 

【四童子道路経済調査室長】  大串先生から、治水効果もぜひということで、実はマレー

シアの高速道路の地下トンネルを緊急時には導水管にしてしまうというような機能を兼ね

るような取組もありますので、こういった新しいものにつきましても、そういったいろいろ

な可能性を検討してまいりたいと思います。ありがとうございました。 

【大串委員】  地下シェルターとかも、日本は不足していると言われているので。これだ

けの投資というのはなかなか難しいので、いろいろ兼ねていますよというふうに言わない

と厳しいのかなというふうに思いました。 

【四童子道路経済調査室長】  ありがとうございます。 

【根本委員長】  ありがとうございます。興味深いプロジェクトで、どんなふうに進展し

ていくのか、楽しみです。今回は中間とりまとめで、これからも検討を進めるわけですので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、一応ここで本日の議事はおしまいということで、事務局のほうに進行をお返し

したいと思います。ありがとうございます。 

【粂野道路経済調査室企画専門官】  長時間にわたる御議論ありがとうございました。 

 事務局から２点連絡事項がございます。本日の議事録につきましては、後日、各委員の皆

様に送付させていただき、御了解をいただいた上で公開する予定でございます。また、本日

の会議資料も、一部非公開資料を除き、ホームページ上に掲載をさせていただきます。 

 それでは、以上をもちまして本日の小委員会は全て終了となります。本日は誠にありがと

うございました。 

 

―― 了 ―― 


